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研究要旨： 

本研究は安全衛生活動に関するESG情報開示のエビデンス・良好事例集、および、行政

の関与方法に関する提言を作成することを目的とする。本研究は、3ヵ年計画の最終年度で

あり、研究目的を達成するために、以下の研究を実施した。 

（１）ESG情報開示制度調査

１．大企業・中小企業における労働安全衛生活動の歴史的背景と現状の整理

（２）ESG実態調査

２．米国・欧州の上場企業における労働安全衛生の情報開示に関する良好事例の整理

３．上場企業（プライム市場）における労働安全衛生活動の社外への情報開示に関する実

態調査 

４．健康経営偏差値と労働災害度数率との関連に関する研究 

５．中小企業における労働安全衛生および健康経営の情報開示およびその効果に関する

調査 

(3) ESGニーズ調査

６．健康経営度調査票から見た投資家との対話に関する実態調査

(1)ESG情報開示制度調査では、最近の国内・国外の動向を認めた。2018年12月に国際

標準化機構（ISO）が発表したISO30414（人的資本に関する情報開示のガイドライン）を受

け、2020年にアメリカの証券取引委員会（SEC）が人的資本に関する情報開示を義務化し

た。情報開示が必須となる項目はまだ確定していないが、日本においてもアメリカと同様の動

きがみられた。また、東京証券取引所（JPX）の動向に関しては、コーポレートガバナンス・コ

ードの改定により、補充原則２-４①と３-１③の中で人的資本に関わる情報を「より高水準」の内

容として開示すべきことが求めていることを明らかにした。 

(2)ESGに関連する実態調査では、まず、欧米の上場企業の情報開示における良好事例

では、「経営層が労働安全衛生に直接、関与していることを具体的に記述している」「労働安

全衛生が人権の中核的な課題であることを示している。「アウトカムとなる指標（数値）を開示し

ている。その際、指標の具体的な定義を示す、複数年の結果を示すことで経年変化を示す、

結果に対する要因を分析し、その対応策について記述するという工夫をしている」「マテリアリ

ティのなかでの労働安全衛生の位置づけについて説明している」といった特徴を認めた。

プライム市場（上場企業）の労働安全衛生について、７割を超える企業が労働安全衛生に

関する状況を投資家を含む社外の利害関係者に公表していた。労働安全衛生部門が執筆
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を担当し、目標と計画およびその達成状況を多くの企業が開示していたが、個別施策の実施

回数や参加率等、プロセス指標のデータはあまり開示されていなかった。労働災害件数や度

数率・強度率は数値化して把握していたが、安全文化については把握していなかった。 

健康経営と労働災害度数率との関係では、健康経営度総合偏差値が高いほど、労働災害

度数率が低かった。健康経営度の総合偏差値が高いほど、企業の方針として健康経営や労

働安全衛生活動に力を入れているため、必然的に労働災害度数率低下につながっているの

かもしれない。 

中小企業（健康経営優良法人2020）に対するアンケート調査では、労働安全衛生情報に

ついて、仕事でのストレスや熱意活力を把握したいと回答されていた。労働災害件数や度数

率・強度率は数値化して把握していたが、離職意思については把握していなかった。労働災

害の発生状況(労働災害件数、度数率、強度率)について開示すべきと回答されていた。 

(3)ESGニーズ調査では、健康経営度総合偏差値と、企業と投資家との対話の間に関連を

認めた。健康経営度の総合偏差値が高いほど、企業の方針として健康経営や労働安全衛生

活動に力を入れているため、必然的に投資家との対話においても健康経営に関して話題に

取り上げる事につながっている可能性がある。 

 

以上より、大企業、中小企業に関わらず、労働災害に関する指標（労働災害件数、度数

率、強度率）は把握され、かつ、開示すべきと経営者は考えている。また、経年変化や特徴に

対して具体的な対応策の説明を行うことが重要と考えられた。また、約４割の上場企業が労働

安全衛生や健康経営に関して投資家と対話を行っていた。 
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Ａ．目的 

持続可能な開発目標（SDGs）が2030年

までの達成目標として注目されている。それ

に先立ち、2006年に国連が責任投資原則

の中で機関投資家が投資をする際に、ESG

（環境/社会/企業統治）を重視するよう提言

し、企業経営者もESG経営に注目し始めて

いる。我々は、ESGの一環として安全衛生

活動を積極的におこなっている企業が評価

され、投資される社会が望ましいと考える。

そのためには、活動の適切な情報開示の方

法や、開示や評価を促すための仕組みが必

要であるが、現時点で存在しない。そこで、

本研究は3年間で安全衛生活動に関する

ESG情報開示のエビデンス・良好事例集、

および、行政の関与方法に関する提言を作

成することを目的とする。 

本研究は、3ヵ年計画の最終年度である。

上述の目的を達成するために、以下の研究

を実施する。 

（１）ESG情報開示制度調査 

１．大企業・中小企業における労働安全衛

生活動の歴史的背景と現状の整理 

（２）ESG実態調査 

２．米国・欧州の上場企業における労働安

全衛生の情報開示に関する良好事例の整

理 

３．上場企業（プライム市場）における労働安

全衛生活動の社外への情報開示に関する

実態調査 

４．健康経営偏差値と労働災害度数率との

関連に関する研究 

５．中小企業における労働安全衛生および

健康経営の情報開示およびその効果に関

する調査 

(3) 

６．健康経営度調査票から見た投資家との

対話に関する実態調査 

 

Ｂ．方法 

（１）ESG情報開示制度調査 

１．大企業・中小企業における労働安全衛

生活動の歴史的背景と現状の整理 

 欧米の整理について、現在までに公表さ

れている著書、論文、報告書の文献調査に

基づいて、歴史的視点からの労働安全衛生

に関する制度とそれに対する企業の活動を

始め、マクロレベルやミクロレベルの人的資

本の測定・開示の現状、人的資本開示の制

度的動向を明らかにした。日本の整理につ

いて、制度的動向とともに、現在ESG地域

金融を実施している地方銀行を対象にした

アンケート調査と、ESG融資の担当者に対

してインタビュー調査を実施し、この調査結

果から人的資本や健康経営を加味した

ESG融資の企業評価に関する現状も明らか

にした。 

（２）ESG実態調査 

２．米国・欧州の上場企業における労働安

全衛生の情報開示に関する良好事例の整

理 

野村世界ESG株式インデックスファンド

（確定拠出年金向け）運用報告書（全体版） 

第17期（決算日2021年5月27日）（2020年5
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月28日～2021年5月27日）に掲載されてい

る外国株式の企業107社のホームページを

検索し、研究者が良好であると判断した事

例を収集した。 

３．上場企業（プライム市場）における労働

安全衛生活動の社外への情報開示に関す

る実態調査 

上場企業（プライム市場）（2022/9/9現在

で1,836社）の労働安全衛生部門の担当者

を対象とした。調査項目は、社外への情報

開示の状況（投資家向け文書・サイト、およ

び、投資家以外向け文書・サイト）、労働安

全衛生や健康経営に関する各指標の把握

および開示の有無、投資家との対話の状況、

サプライチェーンマネジメントに関する事項

である。本研究は産業医科大学倫理委員会

の承認を得て実施した。 

４．健康経営偏差値と労働災害度数率との

関連に関する研究 

2019年度健康経営度調査票と東洋経済

新報社から発行されている2021年版の

CSRデータベースを用いて、健康経営度総

合偏差値と労働災害度数率との関係性に関

して明らかにすることを目的とした。説明変

数を健康経営度総合偏差値(2018年度の

活動状況を反映)、目的変数を2018年度及

び2019年度の労働災害度数率とし、重回

帰分析を行った。企業規模・業種・女性割

合・50歳以上の割合を共変量として調整を

行った。 

５．中小企業における労働安全衛生および

健康経営の情報開示およびその効果に関

する調査 

本研究は、日本の中小企業において、労

働安全衛生や健康経営の活動の社外への

情報開示に関する実態を明らかにすること、

また、それらの情報開示を行うことに関して

経営者がどのように考えているかを明らかに

することを目的とした。 

健康経営優良法人2020（中小規模法人

部門）で住所が特定できた4,686法人の経

営層を対象に調査票を郵送した。調査項目

は、従業員の状態や安全衛生の状況に関

する情報の把握意思及び実態と、社外への

開示の有無である。本研究は産業医科大学

倫理委員会の承認を得て実施した。 

(3) ESGニーズ調査 

６．健康経営度調査票から見た投資家との

対話に関する実態調査 

本研究では、社外への情報開示の一つと

して、どのように企業と投資家との間で健康

経営に関する対話が行われているのかに関

して、上場企業における対話の実態と健康

経営度総合偏差値との関係性を明らかにす

ることを目的とした。 

説明変数は、健康経営度の総合偏差値

(5分位)とした。目的変数は、投資家との対

話の形態を設定した。対話の定義として、企

業側から投資家への対話としては、1)具体

的なKPIを設定し対話を行っている、2）健

康経営を企業の成長戦略の中に位置づけ、

投資家に対して説明を行っている、3）ESG

など健康経営をテーマに含めた投資家向け

の説明会やミーティングを開き、健康経営に
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ついての詳しい情報を投資家に説明してい

る、4）経営トップ自らが投資家に健康経営

についての自社の方針を説明している、5）

SRIファンドやESGなど健康経営を評価軸

に含めている投資家を訪問している、の5項

目とし、いずれかに該当した場合は、企業側

から投資家への対話があるものと判別した。

また、投資家から企業への対話に対しては、

1）投資家から方針等について説明を求めら

れ、個別に説明したことがある、2）投資家か

ら具体的な指標の状況に関しての説明を求

められ、個別に説明した事がある、3）SRIフ

ァンド等から健康経営に関するアンケートや

取材があり、対応した事がある、の3項目の

いずれかに該当した場合は投資家から企業

側への対話があると定義した。 

今回の調査では、健康経営度調査票に

回答した上場企業のみを対象とし、目的変

数と説明変数との関係を、ロジスティック回

帰分析を用いて解析を行った。また、業種

および企業規模を調整し、オッズ比を算出し

た。 

 

Ｃ．結果 

（１）ESG情報開示制度調査 

１．大企業・中小企業における労働安全衛

生活動の歴史的背景と現状の整理 

・マクロレベル（国際連合欧州経済委員会

（UNECE））やミクロレベル（米国証券取引

委員会（SEC ）と国際会計基準審議会

（IASB））の人的資本の測定・開示の現状、

人的資本開示の制度的動向を明らかにし

た。 

・セラフェイム等によるインパクト加重会計

（IWA）に関して大きな動きはないが、ESG

に関する課題とビジネス（特に業績）との関

係性に着目した研究がなされていた。さらに

現在、欧米の金融機関を始め、さまざまな業

種業態で人的資本（人的資源）報告書が作

成され、またSDGsへの対応という視点から

人権やダイバーシティなどもさらに注目され

ることが予想されるために、大手企業を中心

に、こうした取り組みやその成果を測定し、

報告するための理論的フレームワークの必

要性が述べられていた。 

・日本では、今後人的資本に関して「より高

水準」な情報開示が求められる。また、ESG

への取り組みは、ネガティブ・スクリーニング

を通して企業価値の低減リスクを評価されて

いるが、その評価自体が自行の社会的価値

創出の一翼となっている。こうした取り組み

により、企業とのさらなる連携とそれによる支

援がより強くなり、それにより、財務・非財務

の視点から課題も共有できているが、その課

題を詳細に分析し、支援し続けていくために

は、行内職員の人材育成も継続していくこと

が今後の課題になっていることが明らかにさ

れた。 

・2022年8月に内閣官房より「人的資本可視

化指針」が公表され、また同年11月には、

2023年3月期決算以降の有価証券報告書

で人的資本開示が義務化された。しかし日

本では、現時点において人的資本経営や

人的資本開示に関しては実務先行型であり、
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理論的検討はいまだ発展途上の段階にある。

これに加えて、大企業は、こうした現状に合

わせる形で、統合報告書とは別に、ドイツ銀

行、バンク・オブ・アメリカ、㈱丸井グループ

が作成している「人」という経営資源に特化

した新たな報告書を作成し、開示することの

必要性が高まることが考えられる。 

（２）ESG実態調査 

２．米国・欧州の上場企業における労働安

全衛生の情報開示に関する良好事例の整

理 

Bristol Myers Squibb ブリストル・マイ

ヤーズ スクイブ (アメリカ)、Coca Cola コ

カ・コーラ (アメリカ)、ナイキ (アメリカ)、

Unilever plc（イギリス）の４社を良好事例と

して抽出した。 

良好であると判断したポイントをまとめると、

次の通りとなる。 

・経営層が労働安全衛生に直接、関与して

いることを具体的に記述している 

・労働安全衛生が人権の中核的な課題であ

ることを示している。 

・アウトカムとなる指標（数値）を開示している。

その際、指標の具体的な定義を示す、複数

年の結果を示すことで経年変化を示す、結

果に対する要因を分析し、その対応策につ

いて記述するという工夫をしている。 

・マテリアリティのなかでの労働安全衛生の

位置づけについて説明している。 

３．上場企業（プライム市場）における労働

安全衛生活動の社外への情報開示に関す

る実態調査 

７割を超える企業が労働安全衛生に関す

る状況を、投資家を含む社外の利害関係者

に公表していた。労働安全衛生部門が執筆

を担当し、目標と計画およびその達成状況

を多くの企業が開示していたが、個別施策

の実施回数や参加率等、プロセス指標のデ

ータはあまり開示されていなかった。労働災

害件数や度数率・強度率は数値化して把握

し、また、開示も行われていた。 

労働安全衛生優良企業公表制度に関す

る企業の認知について、知っている企業は

69％であったが、そのうちで実際に応募した

ことがある企業は9.7％のみであった。 

４．健康経営偏差値と労働災害度数率との

関連に関する研究 

解析対象は、2019年度の健康経営度調

査票で上場していると回答した企業のうち、

CSRデータベースにもデータを有する675

社を解析対象とした。説明変数である2019

年度の健康経営総合偏差値は2018年度の

企業の状況を反映している。解析の結果、

2018年度の労働災害度数率をアウトカムと

する、非標準化回帰係数は -0.02(SE＝

0.01)、P値は0.005、また、2019年度の労

働災害度数率の非標準化回帰係数は

-0.02(SE＝0.01)、P値は0.017であった。 

５．中小企業における労働安全衛生および

健康経営の情報開示およびその効果に関

する調査 

1,176社から回答を得た(回答率25.1%)。

労働安全衛生情報について、仕事でのスト

レスや熱意活力を把握したいと回答されて
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いた。労働災害件数や度数率・強度率は数

値化して把握していたが、離職意思につい

ては把握していなかった。労働災害の発生

状況(労働災害件数、度数率、強度率)につ

いて開示すべきと回答されていた。 

労働災害に関する状況（労働災害件数、

度数率、強度率）は、数値化して把握してお

り、また、経営者は開示すべきだと考えてい

た。 

(3) ESGニーズ調査 

６．健康経営度調査票から見た投資家との

対話に関する実態調査 

解析対象となった企業は1,041社であっ

た。このうち、企業から投資家へ対話を行っ

ているのは450社、投資家から企業への対

話を行っているのは352社だった。ロジステ

ィック回帰分析を行ったところ、健康経営度

総合偏差値が最も高い群(Excellent)が、最

も企業と投資家との間で対話を行っていると

いう結果になり、企業から投資家への対話

においては168社(80.8％)、投資家から企

業への対話では145社(69.7％)が該当した。

業種と企業規模を調節し、健康経営度総合

偏差値が上から 2番目に高い群（Very 

good）をreferenceとしてオッズ比を算出した。

全体として、健康経営度の総合偏差値が高

いほど健康経営に関する対話が行われてい

る事との間に相関が認められた。企業から

投資家への対話においては、OR比：2.05

（P値＝0.002）であり、投資家から企業への

対話においても、OR 比：2.66 （P値＜

0.001 )となり、これらは有意な結果であるこ

とが認められた。 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

本研究では、(1)ESG情報開示制度調査、

(2)ESGに関連する実態調査、および、

(3)ESGニーズ調査を行った。 

(1)ESG情報開示制度調査では、最近の

国内・国外の動向を認めた。2018年12月

に国際標準化機構（ISO）が発表した

ISO30414（人的資本に関する情報開示の

ガイドライン）を受け、2020年にアメリ

カの証券取引委員会（SEC）が人的資本

に関する情報開示を義務化した。情報開

示が必須となる項目はまだ確定していな

いが、日本においてもアメリカと同様の

動きがみられた。また、東京証券取引所

（JPX）の動向に関しては、コーポレー

トガバナンス・コードの改定により、補

充原則２-４①と３-１③の中で人的資本

に関わる情報を「より高水準」の内容と

して開示すべきことが求めていることを

明らかにした。 

(2)ESGに関連する実態調査では、まず、

欧米の上場企業の情報開示における良好

事例では、「経営層が労働安全衛生に直接、

関与していることを具体的に記述してい

る」「労働安全衛生が人権の中核的な課題

であることを示している。「アウトカムと

なる指標（数値）を開示している。その

際、指標の具体的な定義を示す、複数年

の結果を示すことで経年変化を示す、結

果に対する要因を分析し、その対応策に
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ついて記述するという工夫をしている」

「マテリアリティのなかでの労働安全衛

生の位置づけについて説明している」と

いった特徴を認めた。 

プライム市場（上場企業）の労働安全

衛生について、７割を超える企業が労働

安全衛生に関する状況を投資家を含む社

外の利害関係者に公表していた。労働安

全衛生部門が執筆を担当し、目標と計画

およびその達成状況を多くの企業が開示

していたが、個別施策の実施回数や参加

率等、プロセス指標のデータはあまり開

示されていなかった。労働災害件数や度

数率・強度率は数値化して把握していた

が、安全文化については把握していなか

った。 

健康経営と労働災害度数率との関係で

は、健康経営度総合偏差値が高いほど、

労働災害度数率が低かった。健康経営度

の総合偏差値が高いほど、企業の方針と

して健康経営や労働安全衛生活動に力を

入れているため、必然的に労働災害度数

率低下につながっているのかもしれない。 

中小企業（健康経営優良法人2020）に

対するアンケート調査では、労働安全衛

生情報について、仕事でのストレスや熱

意活力を把握したいと回答されていた。

労働災害件数や度数率・強度率は数値化

して把握していたが、離職意思について

は把握していなかった。労働災害の発生

状況(労働災害件数、度数率、強度率)につ

いて開示すべきと回答されていた。 

以上より、大企業、中小企業に関わら

ず、労働災害に関する指標（労働災害件

数、度数率、強度率）は把握され、かつ、

開示すべきと経営者は考えている。また、

経年変化や特徴に対して具体的な対応策

の説明を行うことが重要と考えられた。 

(3)ESGニーズ調査では、健康経営度総

合偏差値と、企業と投資家との対話の間

に関連を認めた。健康経営度の総合偏差

値が高いほど、企業の方針として健康経

営や労働安全衛生活動に力を入れている

ため、必然的に投資家との対話において

も健康経営に関して話題に取り上げる事

につながっている可能性がある。 
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